
生食用食肉による腸管出血性大腸菌O157
集団食中毒事件について
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令和5年3月23日

京都府山城北保健所衛生課長 岡本裕行

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会
食中毒部会
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食中毒事件の概要

1発生年月日 令和4年8月23日(火)から9月8日(木)
2発生場所 患者の自宅等
3 原因食品を摂取した者の数 推定900名以上
4 死者数 1名
5 患者数 40名（入院者6名）（他に無症状者1名）

6 原因食品

7 原因物質 腸管出血性大腸菌O157

令和4年8月21日から8月27日に提供され
た「ﾚｱｽﾃｰｷ」､ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌ
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保健所の事件発生探知

・令和4年9月1日(木)管内医療機関から「腸管出
血性大腸菌感染症発生届」の提出

・疫学調査の中で、当該食料品店で購入した肉
系総菜の喫食歴の確認

・翌日、他自治体から同食料品店の肉系総菜
いの喫食による食中毒関連調査の依頼があった。
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患者及び死者の状況



症例定義

• 原因食品の喫食者かつ、以下のいずれかに該当した者

① 検査診断事例

② 臨床診断事例

③ 臨床症状事例
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上記の間、上記症状により医療機関を受診した者(①を除
く) （16名）

令和4年8月18日(木)から9月15日(木)の間、下痢、血便、
腹痛、発熱等の症状があり、EHECと診断された者（13名)

②の家族で同時期に発症したが、医療機関を未受診の者
(11名）
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患者の性別及び年齢別の数



発症日別発症状況

• 喫食から発症まで平均4.1日

• 最短２日、最長10日

7
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患者の症状及び症状別の数
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死者について

１ 年 齢 90歳代
２ 性 別 女性
３ 喫食歴 「レアステーキ」(切り落とし)
４ 購入日 8月27日(土)
５ 喫食日 8月27日(土)
６ 発症日 9月2日(金)（翌日入院）
７ 症 状 下痢(血便)、腹痛、吐血(喫食14日後)
８ 死亡日 9月15日(木)



10

原因施設及び原因食品について
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原因食品の断定までの経過及び理由

・同時期に医療機関から複数の「腸管出血性大
腸菌感染症発生届」の届出

・疫学調査の結果、共通食は当該食料店が調理
した「レアステーキ」等のみであったことから、
当該店が提供した食品を原因とする食中毒と断
定
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原因施設について
１ 店舗形態 精肉中心の食料品店(1階)

（系列焼肉レストラン）(2階)

２ 取得許可

３ 従業員数 社員５名、パートアルバイト数名

４ 生食用食肉取扱業の届出 なし

飲食店営業、食肉販売業、乳類販売業、魚介
類販売業、菓子製造業

（原因食品調理時、施設でコロナ感染者
が発生し、社員２名のみ従事）
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発生届出

６名 ６名 １名 ９名 １５名 ２名定休日

購入日別発症状況

加熱加工？

施設でコロナが流行し、社員
2人で業務していた期間
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「レアステーキ」について
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「レアステーキ」商品について

１ 商 品：

２ アイテム：３種類・細切り(手切り加工）
・薄切り（手切り加工）
・切り落とし（スライサー加工）

３ 消費期限：当日を含め３日間
４ 販売方法：冷蔵ショーケースで陳列販売

盛り付けた肉（樹脂製容器入り）、
刻みネギ（アルミカップ入り）、
タレ（個包装）を樹脂製容器にセットにして、
フィルムラップで個包装
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「レアステーキ」の調理工程１

〇 部 位：牛のモモ肉
〇 調理パターン：販売の3,4日前に1週間分を加熱加工
１

２スチームコンベクションオーブンで300℃６分加熱
３ 調理場の調理台で1～2時間放冷
４ 保冷用冷蔵庫(0℃)で２時間保管
５ 3kg程度ごとに真空包装機で真空パック

モモ肉300～800ｇを10kg単位（切り落とし）または
４kg単位（細切り、薄切り）でバットに並べる
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「レアステーキ」の調理工程２
６ 使用の度、真空包装を解く
７

８ 残りのブロックは再度、真空パック
９ 卓上スケールで計量し、樹脂容器に盛り付け
10

11 ラベラーで表示シール貼付
12 販売ショーケースで陳列販売

「細切り」「薄切り」は手切り、
「切り落とし」はスライサーで細切

刻みネギ、個包装タレとともに樹脂容器にセット
し、フィルムラップ包装
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ローストビーフの調理工程

１ モモ肉3～4kgを塩コショウで調味
２ 真空包装機で真空パック
３ スチームコンベクションオーブンで57℃4時間加熱
４ 500～600ｇに切り分け
５ 表面に焼き色がつくまでフライパンで加熱
６ 塩コショウ等で調味
７ 真空包装機で真空包装
８ 調整時、スライサーでスライス
９ バットに並べ、冷蔵ショーケースで量り売り
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汚染経路の追求
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汚染原因追及 EHEC検査結果
項　目 内　容 結　果

従事者A ND

従事者B ND

レアステーキ（細切り） ND

レアステーキ（薄切り） ND

レアステーキ（切り落とし） ND

ローストビーフ ND

真空機取っ手 ND

レアステーキ用スライサー側面 ND

ローストビーフ用スライサー側面 ND

プレハブ冷蔵庫取っ手 ND

まな板（施設中央） ND

まな板（レアステーキ用） ND

包丁取っ手 ND

スチームコンベクション取っ手 ND

バット表面 ND

ラベラｰ秤上部 ND

施設ふき取り

食　品

調理従事者便

１０検体 

４検体　

２検体　
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推定原因
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原材料肉由来

スチームコンベクションオーブン
の加熱結果が不明（肉ブロックの大
きさ、中心温度の測定記録なし）

原材料肉由来の菌が死滅していない

可能性があった



交差汚染の可能性（ソフト面）
• 手袋の交換の不備

精肉等加工作業後に、そのままの手袋で生食肉加工作業や包装資
材を扱う事例

• まな板、包丁等の使い分けの不徹底

生食肉加工とネギの刻み作業を同じまな板で実施

• 消毒の不徹底

手袋、まな板、スライサー等消毒不備が散見 等

23交差汚染の可能性があった



• スチームコンベクションオーブンは、総菜コーナー
にあり、加熱後の室温放冷は、総菜コーナーで行う
等動線交差

• 生食用食肉の加工場所は、精肉加工場所と兼用

• 刻みネギ作業は、精肉加工場所にまな板を置いての
作業
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生食肉専用施設がなく交差汚染のある環境

交差汚染の可能性（ハード面）
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分離菌株について
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分離菌株

1患者13名から菌分離（他に無症状者1名からも分離）

2菌株 腸管出血性大腸菌O157

3ベロ毒素型 全てVT1､VT2

4 MLVA型 全てMLVAtype21m0199に一致
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行政対応について
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行政対応
〇行政処分
１ 処分年月日 令和4年9月6日(火）
２ 処分内容

9月6日(火)から9月10日(土)まで5日間の営業停止処分

〇文書指導
１指導年月日 9月14日(水)
２ 件 名 顛末書の再提出について（指導）
３ 内 容 ・推定原因の考え

・ユッケについての見解
・再発防止策 等
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事件対応経過
月　日 曜日
9月1日 木 管内医療機関からEHEC発生届出があり、探知

新たな患者を探知
施設立入（ふき取り検査、残品収去、生食用食肉販売自粛指導）

9月6日 火 営業停止の行政処分（9月10日までの５日間）、報道発表
9月7日 水 管内医療機関あて事案及び診断時の留意事項周知
9月11日 日 営業自粛
9月12日 月 再開前施設立入。生食用食肉の扱いについて指導票により指導
9月13日 火 営業再開
9月14日 水 店長に顛末書の再提出について、所長名で文書指導

患者１名死亡。報道発表
営業自粛

9月16日 金 マスコミ報道により、当時の苦情相次ぐ
9月21日 水 顛末書提出
10月5日 水 営業再開
2月10日 金 会社、社長及び店長が食品衛生法違反疑いにより書類送検

内　　　容

9月2日 金

9月15日 木

令和5年



店舗への再発防止指導
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・基準に適合しない生食用食肉の取扱禁止

・衛生教育、衛生意識付け（まな板、包丁の使い
分け、使い捨て手袋の取り替え等）

・加熱済食品と非加熱食品の交差汚染が生じない
よう施設内のゾーン分け

・HACCPの考えを取り入れた管理、記録 等



再発防止として
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〇監視指導の強化
・生食用食肉取扱施設及びローストビーフ等
を調理製造する食肉販売店及び焼肉店への
緊急立入
・業者向け啓発チラシの作成
・関係団体へ注意喚起通知
〇消費者啓発
・府のホームページやSNSを活用した啓発
・小学生向け啓発マンガを配布



業者向け啓発チラシ
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死亡新聞記事の
活用

菌の電顕写真

コロニー写真

法違反の可
能性に言及
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保健所から見た課題について



「レアステーキ」かユッケか？

34

・「ユッケ」ならば食品衛生法に基づく規格基準が規
定された生食用食肉に該当

・「レアステーキ」を含めて「ステーキ」は、「生
食用食肉の規格基準の対象にはならない。」の解釈

・営業停止処分に当たり、社長にただすも、最後まで
「あれはユッケではない。ユッケかレアステーキか業界
でもあいまいだ。」と認めず。

生食用食肉(牛肉）の規格
基準設定に関するQ＆A



両論併記で処分のプレス
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『原因食品(※商品名「レア
ステーキ」：形態は、加熱
による変色がない部位の細
切り。
社会通念上「ユッケ」と呼
称されるもの。) 』



「レアステーキ」に係る新通知

36

・令和4年9月16日付け薬生食監発0916第1号厚生労働省
医薬・生活衛生局食品監視安全課長通知『腸管出血性大腸
菌による食中毒防止の徹底について』

「食肉の表面を焼いた後に冷却したもので、中心部まで
十分に加熱されていないものは、生食用食肉として取り
扱うこと。」



課題１ 患者の把握は一部

37・統計上把握しているのは氷山の一角ではないのか。

探知方法 件数 割合(％)

有症苦情の通報 0 0

医療機関からの届出 13 32.5

患者の家族調査で検出 2 5

マスコミ報道後、申し出 25 62.5

計 40 100
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腸管出血性大腸菌感染症届出数
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課題２ 通常監視時の実態把握と指導

・立入時、施設基準だけではなく、メニュー、
表示なども確認し、加熱の必要性、生食用
食肉の取扱いに係るリスク管理を指導啓発
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課題３ 事業者のHACCPの考えの認識不足

・HACCPの考えを取り入れていれば、リスク管
理のできていない生食肉メニュー等は提供できな
いはず。

・形ばかりのHACCP義務化にならないよう、
指導継続が必要
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課題４ 消費者に対する啓発
・栄養バランスに配慮した食生
活の実践
・学校給食での地場産物を活用
した取組等の増加
・産地や生産者への意識
・環境に配慮した農林水産物･食
品の選択

食の安全教育の観点は？
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・発症事例が多い。
・発症すれば重症化しやすい
ハイリスクグループ

課題４ ハイリスクグループへの啓発

まさに食育対象
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食育担当教諭を通しての啓発事例
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１日時平成24年7月25日

２場所宇治市生涯学習センター

３対象者京都府山城教育局管内
の小中学校食育関係者

４参加者 245名

５回答数 128名 (回収率52.2％)

「食育」担当者へ生肉リスク
の研修とアンケート

45



項 目 ％

過去、食育で教えたことがある。 4.5

今後、食育で啓発できる。

クラス便り等広報紙で啓発できる。 100

折にふれて子供たちに啓発できる。 76.1

食育授業の中で啓発できる。 43.3

アンケート結果（食育での取組）
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啓発マンガの活用

・府内小学４年生及び５年生に啓発マンガを配布
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ご静聴ありがとうございました
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二度と死者を出す痛ましい食中毒事件
が発生しないことを祈って･･･


